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1．成人病入院給付金・生活習慣病入院給付金のお支払い項目・要件について

【注意】

お支払項目（抜粋） 特記事項

成人病入院給付金 1回のご入院限度：120日

通算：700日

長期入院給付金 成人病入院給付金と合わせて通算700日分

となります。

成人病手術給付金 成人病でのご入院中に所定の1～17の手術

を受けていることが要件となります（詳しくは約

款をご確認ください）。

成人病入院給付金 1回のご入院限度：120日

通算：700日

長期入院給付金 成人病入院給付金と合わせて通算700日分

となります。

生活習慣病入院給付金

生活習慣病入院給付金

「成人病入院・手術特約」 責任開始期以後に発病した所定の成人病の治療を目的として継

続５日以上入院したとき

【支払額】

入院給付金日額（入院した各日現在の額とします。）

×（入院日数－入院開始日からその日を含めて４日）

成人病入院給付金の支払事由に該当した入院が、この特約の保

険期間中に継続して270日以上になったとき

【支払額】

１回の入院につき、入院給付金日額（270日目現在の額としま

す。）×100

責任開始期以後に発病した所定の成人病を直接の原因として入

院し、所定の手術を受けたとき

【支払額】

手術１回につき、入院給付金日額（手術を開始した日における

額とします。）×（約款に定める給付倍率）

「成人病入院倍額支払特約」 責任開始期以後に発病した所定の成人病の治療を目的として継

続８日以上入院したとき

【支払額】

主契約の入院給付金日額（入院した各日現在の額とします。）

×入院日数

成人病入院給付金の支払事由に該当した入院が、この特約の保

険期間中に継続して270日以上になったとき

【支払額】

１回の入院につき、入院給付金日額（270日目現在の額としま

す。）×100

「成人病入院給付金」「生活習慣病入院給付金」のお支払いについて

アクサ生命保険株式会社

特約名称 お支払要件（抜粋）

責任開始期以後に発病した所定の生活習慣病を直接の原因とし

て入院し、その入院日数が継続して２日以上になったとき

【支払額】

生活習慣病入院給付金日額（入院した各日現在の額としま

す。）×入院日数

1回のご入院限度：

【生活習慣病入院給付特約（03）】

120日/180日/365日

【生活習慣病入院給付特約（09）】

60日/120日/180日/無制限

通算：1,095日

ご契約内容により、対象となる生活習慣病の

保障範囲が異なります（詳しくは下記保障範

囲の一覧表をご確認ください）。

「生活習慣病入院給付特約（09）」
責任開始期以後に発病した所定の生活習慣病を直接の原因とし

て入院し、その入院日数が1日以上になったとき

【支払額】

生活習慣病入院給付金日額（入院した各日現在の額としま

す。）×入院日数

「生活習慣病入院給付特約（03）」

下記内容は保障内容のご説明を抜粋したものとなります。詳しくはご契約の約款ならびに「ご契約内容のお知らせ」をご確認いただくか、当社カスタマーサービスセンターまたは営業店にお問い合わせください。

・既往症や持病として成人病・生活習慣病を有していることをもってお支払いするものではございません。

（例:糖尿病の持病を有する方が肺炎で入院し、糖尿病自体の治療に入院の必要性が無い場合

⇒「肺炎」でのご入院となり、糖尿病によるご入院とはなりません）。

本資料はお支払い可否判断の目安となるものであり、最終的なお支払い可否はご提出いただく

医療機関発行の証明書類等を基に総合的に判定されます（お支払いをお約束するものではございません）のであらかじめご了承願います。

・ご契約の約款ならびに「ご契約内容のお知らせ」を必ずご確認ください。

（以下のご説明は「成人病入院・手術特約」「成人病入院倍額支払特約」「生活習慣病入院給付特約（03）」

「生活習慣病入院給付特約（09）」に対するものとなります）。

【注意事項】（必ずご確認ください！）
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以下の疾病分類の「青字」をクリックいただくと該当ページに移動します。

特則なし Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型

悪性新生物 ○ ○ × ○ ○
糖尿病 ○ ○ ○ ○ ×
心疾患 ○ ○ ○ ○ ×
高血圧性疾患 ○ ○ ○ ○ ×
脳血管疾患 ○ ○ ○ ○ ×
肝疾患/肝硬変※ × ○ ○ × ×
腎疾患/慢性腎不全※ × ○ ○ × ×

お支払い要件等、上記の注意事項 を必ずご確認ください。

令和5年8月3日　　更新

疾病分類 お支払い対象となる主な疾病 お支払い対象とならない主な疾病

＜各特約における保障範囲の一覧表＞

疾病分類 成人病
生 活 習 慣 病 入 院 給 付 特 約 （ 03 ） ・ 生 活 習 慣 病 入 院 給 付 特 約 （ 09 ） に お け る 「 Ⅰ 型 」 「 Ⅱ 型 」 「 Ⅲ 型 」 の 保 障 範 囲

※ご契約の約款によって保障範囲が異なります。詳しくはお手元の約款をご確認いただくか、当社カスタマーサービスセンターまたは営業店にお問い合わせください。

2．成人病入院給付金・生活習慣病入院給付金のお支払い対象となる主な疾病・ならない主な疾病の代表例

悪性新生物

口腔ガン（こうくうがん）

咽頭ガン（いんとうがん）

食道ガン（しょくどうがん）

胃ガン（いがん）

肺ガン（はいがん）

肝臓ガン（かんぞうがん）

骨肉腫（こつにくしゅ）

悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）

乳ガン（にゅうがん）

膀胱ガン（ぼうこうがん）

前立腺ガン（ぜんりつせんがん）

悪性リンパ腫（あくせいりんぱしゅ）

急性骨髄性白血病

（きゅうせいこつずいせいはっけつびょう）

大腸ガン（だいちょうがん）

各種の上皮内ガン（じょうひないがん）

各種の良性腫瘍（りょうせいしゅよう）

髄膜腫（ずいまくしゅ）

（悪性の場合はお支払い対象と判断いたします）

疾病分類 お支払い対象となる疾病 お支払い対象とならない疾病

糖尿病

Ⅰ型糖尿病（Ⅰがたとうにょうびょう）

Ⅱ型糖尿病（Ⅱがたとうにょうびょう）

糖尿病性ケトアシドーシス

（とうにょうびょうせいけとあしどーしす）

妊娠糖尿病（にんしんとうにょうびょう）
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お支払い対象とならない疾病

疾病分類 お支払い対象となる疾病 お支払い対象とならない疾病

※ご契約の約款によって保障範囲が異なります。詳しくはお手元の約款をご確認いただくか、当社カスタマーサービスセンターまたは営業店にお問い合わせください。

肝疾患/肝硬変※

アルコール性肝硬変（あるこーるせいかんこうへん）

原発性胆汁性肝硬変

（げんぱつせいたんじゅうせいかんこうへん）

続発性胆汁性肝硬変

（ぞくはつせいたんじゅうせいかんこうへん）

肝内結石症（かんないけっせきしょう）

肝吸虫症（かんきゅうちゅうしょう）

疾病分類 お支払い対象となる疾病 お支払い対象とならない疾病

脳血管疾患

脳梗塞（のうこうそく）

脳卒中（のうそっちゅう）

慢性硬膜下血腫（まんせいこうまくかけっしゅ）

（外傷性の場合は対象外）

もやもや病（もやもやびょう）

アルコール性脳症（あるこーるせいのうしょう）

アルツハイマー型認知症

（あるつはいまーがたにんちしょう）

外傷性慢性硬膜下血腫

（がいしょうせいまんせいこうまくかけっしゅ）

疾病分類 お支払い対象となる疾病 お支払い対象とならない疾病

高血圧性疾患

高血圧症（こうけつあつしょう）

原発性肺高血圧症

（げんぱつせいはいこうけつあつしょう）

本態性高血圧症（ほんたいせいこうけつあつしょう）

腎疾患/慢性腎不全※

慢性腎不全（まんせいじんふぜん）

悪性腎硬化症（あくせいじんこうかしょう）

腎梗塞（じんこうそく）

妊娠高血圧症（にんしんこうけつあつしょう）

疾病分類 お支払い対象となる疾病 お支払い対象とならない疾病

心疾患

リウマチ性心臓病（りうまちせいしんぞうびょう）

虚血性心疾患（きょけつせいしんしっかん）

慢性肺性心（まんせいはいせいしん）

急性心筋梗塞（きゅうせいしんきんこうそく）

陳旧性心筋梗塞（ちんきゅうせいしんきんこうそく）

狭心症（きょうしんしょう）

不安定狭心症（ふあんていきょうしんしょう）

冠攣縮性狭心症（かんれんしゅくせいきょうしんしょう）

労さ性狭心症（ろうさせいきょうしんしょう）

心不全（しんふぜん）

うっ血性心不全（うっけつせいしんふぜん）

心房細動（しんぼうさいどう）

心房粗動（しんぼうそどう）

冠動脈石灰化（かんどうみゃくせっかいか）

冠動脈硬化症（かんどうみゃくこうかしょう）

心奇形（しんきけい）

疾病分類 お支払い対象となる疾病
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